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【お答えします】
初めに昇格についてですが、旧深谷市と旧３町に

おいては、係長・主査相当職である４級への昇格基
準が異なっており、昇格時において最大で６歳の年
齢差が生じていますが、５級（課長補佐職）への昇
任試験の受験資格において、旧深谷市の職員と経験
年数などをそろえるため、足踏みをさせ、昇格時の
年齢格差を解消してまいります。なお、新市におい
ては、昇任試験制度を実施しておりますので、今後
は統一的な運用をすることになります。
次に、給与についてですが、市では、合併に係る
職員給料の調整のため、全職員の給料履歴の見直し
を平成18年２月から進めておりました。
これらの調査の中で、旧花園町において平成16
年度および平成17年度に課長級に昇格した職員に
ついて、平成17年度に規定に違反した特別昇給を

40代男性のメール、60代男性の手紙 ほか から

新聞などにおいて、職員の昇格や昇給について
報道がされていますが、どうしてこのようなこと
が起きているのですか。また、市としての取り組
み状況を教えてください。

※住所、氏名、年齢、回答希望の有無、ホームページ掲載の可・不可
を明記の上、ご意見をお寄せください
■問い合わせ　秘書室広聴係（☎ 574 － 6631）へ駆け込み昇給について

手紙 〠 366-8501 深谷市仲町11-1 深谷市長あて
 574-1300
 https://www.city.fukaya.saitama.jp/hisyositu/form.html

暑
い
時
期
は
食
中
毒
が
多
発
し
ま
す
。

次
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
、
食
中
毒
を

予
防
し
ま
し
ょ
う
。

《
家
庭
で
で
き
る
食
中
毒
予
防
の

６
つ
の
ポ
イ
ン
ト
》

ポ
イ
ン
ト
１　
「
食
品
の
購
入
」

消
費
期
限
な
ど
の
表
示
を
確
認
し
、
新

鮮
な
食
品
を
購
入
し
ま
し
ょ
う
。

ポ
イ
ン
ト
２　
「
食
品
の
保
存
」

冷
蔵
・
冷
凍
の
必
要
な
食
品
は
、
す
ぐ

に
冷
蔵
庫
や
冷
凍
庫
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

ポ
イ
ン
ト
３　
「
下
準
備
」

生
肉
や
魚
を
切
っ
た
後
、
洗
わ
ず
に
そ

の
包
丁
や
ま
な
板
で
、
果
物
や
野
菜
な
ど

の
生
で
食
べ
る
食
品
や
、
調
理
の
終
わ
っ

た
食
品
を
切
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ポ
イ
ン
ト
４　
「
調
理
」

過
熱
し
て
調
理
す
る
食
品
は
、
十
分
に

（
中
心
部
の
温
度
が
75
度
で
１
分
間
以
上
）

加
熱
し
ま
し
ょ
う
。

ポ
イ
ン
ト
５　
「
食
事
」

食
卓
に
着
く
前
に
、手
を
洗
い
ま
し
ょ
う
。

ポ
イ
ン
ト
６　
「
残
っ
た
食
品
」

残
っ
た
食
品
は
、
早
く
冷
え
る
よ
う

に
、
き
れ
い
な
浅
い
容
器
に
小
分
け
に
し

て
保
存
し
ま
し
ょ
う
。

食
中
毒
の
予
防
の
３
原
則
は
、
食
中
毒

菌
を
「
付
け
な
い
、
増
や
さ
な
い
、
殺
す
」

で
す
。

■
食
中
毒
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ　

熊
谷

保
健
所
（
☎
５
２
３―

２
８
１
１
）
へ

発見しました。新市としては、合併前に規定に違反
して駆け込み昇給をしたものと判断し、平成18年
６月１日付けで給料を１号引き下げる是正措置を行
いました。なお、新市発足後の平成18年１月から
５月までの給料の差額については、自主返還を受け
ています。このほか、特別昇給の是正と職員間の給
料の均衡を図るため、次期昇給を延伸する調整措置
を次の通り実施します。旧花園町において、平成元
年度以降に採用された職員37名について、採用後
２年を経過した時点で、１年に２度の特別昇給を行
っていました。２度目の特別昇給を是正するため、
次期昇給を12か月延伸する調整措置を実施します。
また、旧寄居地区消防組合の職員85名について、
採用時の初任給基準が、旧深谷市・岡部町共同事
務組合の職員よりも２号上位に格付けられていまし
た。このため、消防職員の今後の給料の均衡を考慮
し、該当する職員について、次期昇給を24か月延
伸する調整措置を実施します。
以上の調整措置により、規定違反などへの対応を
すべて終了したと考えていますが、新市としまして
は、問題のある案件につきましては、厳正に対応し
てまいりますので、ご理解のほどお願いいたします。

応
募
資
格　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
し
て
い
る
20
歳
以
上
（
平
成
18

年
４
月
１
日
現
在
）
の
か
た　

募
集
人
員　

２
人

任
期　

２
年

活
動
内
容
な
ど　

行
動
計
画
の
進
捗

状
況
や
翌
年
度
以
降
の
取
り
組
み

に
反
映
す
べ
き
事
項
の
協
議
お
よ

び
次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
推
進

に
関
し
必
要
な
事
項
の
協
議
。
な

お
、会
議
は
年
２
回
（
平
日
昼
間
）

開
催
し
、１
回
の
出
席
に
つ
き
６
，

５
０
０
円
を
支
給
し
ま
す

応
募
方
法　

公
募
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、「
今
後
の
少
子
化

対
策
を
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
８
０
０
字
程
度
の
小
論
文
を
添

え
て
、
児
童
課
へ
直
接
お
持
ち
に

な
る
か
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク

ス
で
提
出

※
申
込
書
は
、
児
童
課
窓
口
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す

※
小
論
文
は
、
ワ
ー
プ
ロ
、
手
書
き

を
問
わ
ず
、
用
紙
も
自
由
で
す

【
郵
送
先
】

〠
３
６
６
‐
８
５
０
１

　

深
谷
市
仲
町
11
‐
１　

　

深
谷
市
役
所

　
　

福
祉
健
康
部
児
童
課
あ
て

応
募
期
間　

７
月
３
日
㈪
〜
24
日
㈪

（
必
着
）

選
考
方
法　

選
考
委
員
に
よ
る
選
考

を
行
い
、
結
果
は
、
応
募
者
全
員

に
お
知
ら
せ
し
ま
す　

問
い
合
わ
せ
と
申
し
込
み　

児
童

課
（
☎
５
７
４
‐
６
６
４
６
・

５
７
４
‐
６
６
６
７
）
へ

市
で
は
、
急
速
な
少
子
化
に
対
応
す
る
た
め
策
定
し
た
、
次
世
代
育
成
支
援

行
動
計
画
の
推
進
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
「
深
谷
市
次
世
代
育
成
支
援
行

動
計
画
推
進
協
議
会
」
を
設
置
し
ま
す
。
こ
の
協
議
会
に
お
い
て
、
市
民
と
し

て
内
容
を
協
議
し
て
い
た
だ
く
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

推
進
協
議
会
委
員
を
募
集

■
子
ど
も
・
ふ
れ
あ
い
サ
ポ
ー
タ
ー

と
は

学
校
の
教
員
と
連
携
し
、
非
行
問

題
傾
向
を
持
つ
生
徒
を
は
じ
め
、

多
く
の
生
徒
と
触
れ
合
い
、
子
ど

も
た
ち
の
「
良
き
理
解
者
・
良
き

相
談
相
手
」
と
な
り
、
よ
り
良
い

成
長
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
す

■
応
募
要
件

教
員
免
許
状
を
お
持
ち
の
か
た
、

ま
た
は
教
員
希
望
者
で
、
体
力
、

気
力
に
自
信
の
あ
る
か
た

※
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ　

教
育
委
員
会
学
校
教

育
課
（
☎
５
７
２
‐
９
５
７
８
）
へ

生
徒
指
導
支
援
員

　
「
子
ど
も
・
ふ
れ
あ
い
サ
ポ
ー
タ
ー
」
を
募
集

子
ど
も
た
ち
の
多
く
が
、「
内
面
的
な
ス
ト
レ
ス
や
不
満
、
悩
み
を
抱
え
て

い
る
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
青
少
年
に
よ
る
凶
悪
な
犯
罪
事
件
が
全
国
的
に
後

を
絶
ち
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
市
で
は
、
市
内
中
学
校
の
非
行
問
題
へ
の
対
策
の
一
環
と
し
て
、
生

徒
指
導
支
援
員
「
子
ど
も
・
ふ
れ
あ
い
サ
ポ
ー
タ
ー
」
を
緊
急
募
集
し
ま
す
。

　

教育委員会では、私立幼稚園に
通園している園児の保護者に対し、
所得に応じて保育料などの一部を
補助する制度があります。
対象は、市に住所を有する世帯
で、満３歳児から５歳児を私立幼
稚園に通園させている保護者のか
たです。
制度の利用を希望するかたは、
７月末日までに通園している幼稚
園を通して申請してください。
なお、７月末以降に入園される
かたについては、随時申請を受け
付けます。
■問い合わせ　
　教育委員会教育総務課
　（☎５７４－５８１１）へ


